
お 知 ら せ 

令 和 6 年 7 月 12 日 

 

 

医薬品マスターのレイアウト変更について 

 

長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養については、「厚生労働大臣の

定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示」（厚生

労働省告示第 122 号）及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医

薬品等の一部を改正する告示」（厚生労働省告示第 123 号）が公布され、「「「療

担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上

の留意事項について」の一部改正について」（令和 6 年 3 月 27 日保医発 0327

第 10 号）及び「長期収載品の処方等又は調剤について」（令和 6 年 3 月 27 日

保医発 0327 第 11 号）において、その取扱いが示されたことから、下記のとお

り医薬品マスターの仕様を変更する予定としていることをお知らせします。 

 

記 

 

１ レイアウト変更について 

  医薬品マスターの末尾に 2 項目を追加する予定としています。 

詳細については別添を参照願います。 

項番 項目名 内容  

４１  長期収載品関連  当該医薬品の項番４２が「２：対象医薬品（患者希

望）」の場合、項番４２が「１：対象医薬品（医療上必

要があると認める場合等）」である同医薬品の医薬品コ

ードを設定する。 

なお、「２：対象医薬品（患者希望）」でない場合は「０」

を設定する。 

４２  選定療養区分 長期収載品の選定療養に係る対象医薬品であるか否か

を表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の医薬品 

 １：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等） 

 ２：対象医薬品（患者希望） 

※内容の文言については、変更する可能性があることをご承知おき願います。  

 

 



２ 変更時期について 

  令和 6 年 10 月診療分から施行・適用されることから、令和 6 年 9 月上旬

にレイアウト変更後の医薬品マスターに更新します。 

 

３ 医薬品マスター（サンプル）の掲載について 

  レイアウト変更後の医薬品マスター（10 品目程度のサンプルデータ）を

社会保険診療報酬支払基金ホームページに掲載を予定（7 月 16 日）してい

ます。 



長期収載品の選定療養導入に伴う
医薬品マスターの仕様変更について

別添



1Change,Challenge,Chance

医薬品コード 医薬品名・規格名（漢字名称） 薬価基準収載
医薬品コード 単位 金額 長期収載品関連 選定療養

区分

611120081 ユーロジン２ｍｇ錠 1124001F2029 錠 9.20 0 1

67XXXXXXX ユーロジン２ｍｇ錠（選） 1124001F2029 錠 8.72 611120081 2

620008735 ポララミンシロップ０．０４％ 4419002Q1095 ｍＬ 1.60 0 1

67XXXXXXX ポララミンシロップ０．０４％（選） 4419002Q1095 ｍＬ 1.43 620008735 2

後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養の医薬品に係る設定
各項目の設定について

▪ 項番1 医薬品コード ⇒ 「67」で始まるコードを新たに設定する。

▪ 項番5 医薬品名・規格名（漢字名称） ⇒ 末尾に（選）を設定する。（記載要領に基づく）

（選）を追加することにより、32文字を超える場合は調整（次スライド参照）する。

▪ 項番12 金額 ⇒ 厚労省HPに掲載予定のリストの価格を設定するが、規格が「1単位」以外で示される品目は、

医薬品マスタの仕様に合わせて価格を設定する。

▪ 項番32 薬価基準収載医薬品コード ⇒ 長期収載品と同じコードを設定する。

▪ 項番41 長期収載品関連 ⇒ 選定療養対象医薬品で「選定療養区分」が「２」の場合、 「選定療養区分」が「１」の医薬品コードを

設定する。その他の場合「０」とする。

▪ 項番42 選定療養区分 ⇒ 医療上必要があると認める場合等は「１」、患者希望の場合「２」、その他の場合「０」とする。

選定療養区分「１」の
医薬品コード同一コード別コード

医薬品名の末尾に
（選）を設定する

厚労省HPに掲載予定のリストの価格

厚労省HPに掲載予定のリストの価格（規格単位が10ｍＬであるためマスタの仕様に合わせて設定）



2Change,Challenge,Chance

医薬品名・規格名（漢字名称）が32文字を超えるもの

医薬品名・規格名（漢字名称）について

▪ 対象医薬品一覧（11品目）
医薬品名・規格名

医薬品名・規格名に（選）を付与し、
32文字を超えたものの調整内容
（緑：追加 赤：削除）

医薬品名・規格名に（選）を付与し、
32文字以内に調整した結果

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬ
シリンジ「ファイザー」

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬ
シリンジ「ファイザー」（選）

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬ
シリンジファイザー（選）

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－２ ２．５腹膜透析液
２Ｌ排液用バッグ付

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－２ ２．５腹膜透析液
２Ｌ排液用バッグ付（選）

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－２ ２．５腹膜透析液
２Ｌ排液付（選）

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－２ ２．５腹膜透析
２．５Ｌ排液バッグ付

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－２ ２．５腹膜透析
２．５Ｌ排液バッグ付（選）

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－２ ２．５腹膜透析
２．５L排液付（選）

エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ
１，０００ｍｇ５ｍＬ

エルカルチンＦＦ静注１千０００ｍｇシリンジ
１千，０００ｍｇ５ｍＬ（選）

エルカルチンＦＦ静注１千ｍｇシリンジ
１千ｍｇ５ｍＬ（選）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ ２０ｍｇ
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ ２０ｍｇ
（テガフール相当量）（選）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ ２０ｍｇ
（テガフール量）（選）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ ２５ｍｇ
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ ２５ｍｇ
（テガフール相当量）（選）

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ ２５ｍｇ
（テガフール量）（選）

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ ２０ｍｇ
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ ２０ｍｇ
（テガフール相当量）（選）

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ ２０ｍｇ
（テガフール量）（選）

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ ２５ｍｇ
（テガフール相当量）

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ ２５ｍｇ
（テガフール相当量）（選）

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ ２５ｍｇ
（テガフール量）（選）

ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５ ４．５ｇ
生理食塩液１００ｍＬ付

ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５ ４．５ｇ
生理食塩液１００ｍＬ付（選）

ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５ ４．５ｇ
生食１００ｍＬ付（選）

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」
０．００５％２ｍＬ

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」
０．００５％２ｍＬ（選）

フェンタニル注射液０．１ｍｇ第一三共
０．００５％２ｍＬ（選）

フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「第一三共」
０．００５％５ｍＬ

フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「第一三共」
０．００５％５ｍＬ（選）

フェンタニル注射液０．２５ｍｇ第一三共
０．００５％５ｍＬ（選）



3Change,Challenge,Chance

マスターレイアウト及びマスターファイル仕様書の変更

医薬品マスターのレイアウトの変更について

項番 項目名 モ-ド 最大
バイト

項目形式 内容

41 長期収載品関連 数字 9 可変 当該医薬品の項番４２が「２：対象医薬品（患者希望）」
の場合、項番４２が「１：対象医薬品（医療上必要がある
と認める場合等）」である同医薬品の医薬品コードを設定
する。
なお、「２：対象医薬品（患者希望）」でない場合は
「０」を設定する。

42 選定療養区分 数字 1 固定 長期収載品の選定療養に係る対象医薬品であるか否かを表
す。
0：「1」及び「２」以外の医薬品
1：対象医薬品（医療上必要があると認める場合等）
2：対象医薬品（患者希望）

▪ 医薬品マスターの項目に、項番41「長期収載品関連」及び項番42「選定療養区分」を追加する。

マスターファイル仕様説明書（案）


